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の の る 効 意 購 計 の
指 指 保 を 入 画 退
定 定 安 求 ） の 任
の の 林 め の 決 の
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仕

一

ム

うテテ

ア
ェ

。 ウ

る ト

用用

を使使

）にに
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札ら説
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入入
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る証契北北
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品あす中画

指物明物で

にたにる場央部
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加類結め成

参種

すしる
と月

者うの８

るよも年

要る、日

必すし３

にと

行
号

称地説行

令 札執

郵電に公

和 書、

昭 明は

北
番番るす

年 海便話よ開

合。

令 総号号。る

政 道

第

企

号 画－－

。 部

－以 情

申税事

）あ額なを免る

か入たし事務

をるをっ

者担

っ免札者出業を

も

に、こが当

て税書はる

る

札業記落といす
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北 海
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請請
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に３て請

際月
な提

をららの

格かな類

有

項 合 例合協用行組 １ 組

な官法 第 法」同しう合

と組

需３ 号 昭い合い公第 ７
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６
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体ずす業 以 第
組かと合 条

のれ

織にき 協 に

当下 組 定
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関
に

約
契

複ララよ平
を

写ーーる成日

サ。
年限 ー

３度 ビ

月に
当 枚枚 ス
供

日該

均で約 平平ま契 月月 給

。期 均

た間

し）

当。

該う

枚枚だを

海

とす北

こ施

い実

なを

と
た事

っ知

な。道

とる

る

す請いたとあ

は
き堀

者類のるた

る書。旨す
有

そ提知、

での通。め

にっ期

構先あ効

の出が

更

を当日の

員、た間

成

出１は

更提ら新

変該か

）し

を。更
た先の、

し

資
合る

、あ者

続でた

相
る
渡す

譲有
はを

又格
併

資
る
す

承そ
りで

よ者
に

す
、長

））し延

有
を

格

達

資
、

範と
のこ

算る
予

行

。
う

失也

を
格

い

示定な

の指にわ

もの

構
継の

り契

よる。

にめ

の
も員
た成

し
資



名所

捨税相者契

イアイ

す札あに

て事当落で約
す在 金者る者る関

た業
あ額なをる

額で金とか

をるをっ申事称地

）

北 海

９
約開に入る

契要そ号ア

作げ金を

札 書掲札落額
算

時決 成る額加 のの札
に 要札にし

に定 の入等
当 否他及係た

お

道 公 報

予額る

７８

そ）

年 郵郵落す定に。

て格れを

北 便便札べ価

びのののぞし

海 等及者

規 よ電決区制れた

道 に

予を

則 る報定分限の者

応範定落

第 入に方にの

札よ法

第

５６
説

入開開札札交交

入入
金書

札札札証明付付

保

法

、交

日場日はの場方

時所時免付所

号

４
札入

入
平執
成行札
十の

三場場

年所

八

出を

もか入たし務

及所

書はる担北郵

っ免札者

落事に、こ当海便

て税

環号

札業記落とす道番

す決組境

価者載札。る

格で
とある定織生

するこ後の活－

るかと速名部

のを。や称環

わにび室北

で問か及境

こ消額

てた びる金

い

、

２て の費

、っ

規、 告等該

には 公税当

す札 定取額

定入 にの金

資に るい１

る書 め扱に

に満

を載 札未

格記 入円

しれ 関の

有さ

た内量者

号 るじ囲数札
乗す

以 札複のをと

。 入
認サでじる

下 は写者

なビっ得

財 めーあて。

。の、額

規 いスてた

務

計

と 枚札合

」 １入の

則

関
除に

う た記額

い 当書

す
るす北北
場

成にに。る海海の

平
同同事道道
幌境で

年じじ項札環所

中活付

月市生交

８。。

北境。

区環る

日央部す

後３室

午
月び

三日

日

産
札水

道道
海海

時北北
幌

金

中務
市林

曜

区会
央部

日

入ず消所自海

３室
北議

税地環札

札、費在然道

の課市

参積等境幌

に見
るた税央

すっ課中

加も

者３

は約業北

者契事区

費のあ西

消額で条

、金

る６ 税

か丁

が

い金 る数

なた す端
等

当 にる

のに 件あ

者額 条

は 入金 反き た該 違と し
入そ 、の た、 札額 し
財札の

５ 則、数 の 規は端 分 務

） ののが

。 り載）

無金

札札低

第 入入最

金総の
で １
が額格 第
額価価 条
、

分 規
海区札 の
北各入 項
道

な よ
務お効 に
財に有 定

６環

時西然

１条自

規け

条

目課

分丁境

西

の に免目 分

目
丁）

６階

係税
事 る

１

課に業
北

次 海

の平入 道

と成札調 告

に達 お 示

り年付を 第

一８すす

般月るる

効額 に 第

相 とを
覧

。
各るすり

す切 条当

理 北

道、そに 海

営暗の供平

平

道

土き関す成

成

告

地ょ係る 示

改、書。年 第

良土類８

層は月

入札 定
則る入 り

よ
和た金限

昭札に め

北

土り退 海

、平 道

天成

任 地
告年 改
塩 示良
川年月 第

水８日

法
系月

換覧 北

土地そに 海

計の供平 道

画関す成

地
告改 詳

を係る 示良 細

定書。年 第

め類８

法 は
、

たは月 入 のの
告札
公入
のの
ここ

競３事物 号

名

札の

入等

争日項品
び

下及

以称

い
と

」
札量

入数

荻改、３ 号

）道

地）海

監伏良北日

帯の支

地業高

畑事日

区
整改備

合地に

事総土庁
事置

佐備良え

昭

藤担業い

土３ 号

地日理

和

事

律区監

法良・

年改事

合の

第連
か別

次氏 第
、 ）
ら 号

の

昭

と 条

。、３ 号

説北日

和 札

川

律 に上

法 書道

年 明海

る支

第 よ
。庁

え 第

備 ）

に 号

置

予、
はは
容行
内執

い 条

る

番あす

話で開

電定公
、。

号り
変
す

－更
る

北す北

施
実
を
）

。
う －

事事

知知

道。道

海る海

平

仁手更、

い変て

堀堀

志成画成

育計
型を

上め８

］定年

用日

郡業。６

川農た月

町排ら

淵用か

剣
第水
、日

準
員名 て
役 い

り お
お に

海 る

北任北住 す
退 用

の

知出知 法

道届道 同

海の

事が事 第
あ

、 ２

て の

た 第

堀っ堀 条

項

成 １

平 第

日 よ

３ に

月 定

８ 規

年 の
鷹

ら 、

か り

こ

日 栖

と
も

る
得 線り 内有
－。

四

也也

達達

道、

区農間

、一

整縦

地画の

番区般

。
に

也也所 定
規

達達 の
項

の 区

般 地

一 和

、 成

間 町
の縦



認落財を契要

格

７８９

務 便め札も約

郵

平 規 又な者っ書

成 則 はいのて作

十 第 電も決入成

三 報の定札の

年 にと方要 条八 よす法有否

北 海

６

保号と入
う説

以証入）い札交交

を。明付付

札 下第 金
保
納）書

金 費付第の場方 条 証 消

交 の の 税す

付所法 ７ 等る

道 公 報

４５
札 札

札入入開開入

入入

の参 保 行札札札札に

執

よ

所し
証 場場日場日加

及所時所時金

第

２３

道当約海海

入次契北北

い成が該条道道

札の平
行調項札水

に
参ず

市林

加れ年う達を幌産

品す中務

すに北指物示

道競に場央部

るも海名

者該

号

ソを入入

ー達
パ調納納

日所

コ物
ルる期場

ナす

第 ン品

月

１ るる効

三

項 入。な

日

る に
限 定に 規札 の 札入
よ金

定
） り
。

曜

た
た め

し

日

付 」こに 及条 納

を 予
者

北ら の とと関 びか
る海の 海第 免 い。す北

除 う

事道場 道 及 。

幌で 務 び ）条項札所 財
則 付 当で市交 規 納 相ま

を定央す 方 額の中付
北。 和 等 含め区る 昭 法
は むる

。と３

す

日と

びう

、

海海成ににる

時北北平
同同者 道道
８。。、

札庁年じじは
の

市庁月そ

幌本
中舎

の

央日者

区

区総

３水後積

北階午見

入し北務

に当告争関所

要る第札、３課

必す示
に迅条 なこ
資と号関速西

目 規るア丁 格。にすな
サ

るをー

す名タ

定指フ

ピ等

のさビ

品止ー

物停

タ様成途

ー仕平別

ュの

指 ー等

す
年示

場

台入月る

札

札 価
落 定

及
書

明
説日所

。 の
る 限
す 制

と の
者 格

こ条 年

て
っ

あ
で

内
囲

範

に６ 海 方 のろ西 北 地 ）

自よ丁 道
施

。 則 の法

る目 規 分治

に行

北 第 ５

海
水 。 当

道 号 相令

林 下 る和

産 以 す昭

務 額

時っ

条産３も

部 財 以年

た

西林
６務

額

一金

目第約

丁部分契

議
会

購れス

地
び
及
税
費

室消

テ

資なン

のいメ

入て・
。ス

有とン

をこナ

格い
こ

。な

と能

こ可

るが

す

る
よ
に
書
様

仕
求

要
び

と

あそ合

が組
価

の
低

最

。

届 た事成

の っの平

出 。務

上政

備月

係に８

に所年

則課 入第

務 規 の令

総 務
」 札

次 北

漁の 海

船と 道

損お

イ

告

害り

詳こ

示

等漁

所細の

第

補船

は入
、札

償損 在
税
費
消
方

入の

約名

者る者員る契

イア

あ一とに

で金落でのこ

るを者る部。関

あ額札

。

か入とかにす

額て

開に入る捨

そ号ア

の札 げ金をた

札掲札落
等算額

時決 る額加金 の

入

出出

参参
札札提提

入入

３

る 込望期場

申希
加加

、
船て

漁い
定置日

指え
は成

書平
調

、
等日

害３
損月

船８
漁年

法害 号

地説行等

札執

法

書、和償

明は昭補

郵電に公
るす法行

便話よ開年施

。第

号号。る律令

番番

昭

－－号和
）
第年 －

申税事称

免札なを免る
を

事にたし事務

税書っ
はる者担北

業記者出業

道

です、こが当海

者載

。るる水

ある落といす

かと決たと組産

るこ札

はの務

を。定だき織林
総

わ速、、名部

問後し

にし）

に定

ずや落共称

い当 他及係たを

おに 札
こ消額札

てた びる金落

２て 北の費価

、っ
等該と

には 海公税当格

入 水にの金す

規、 道告

にの

す札 産定取額る

定

務るい１で

る書 林め扱

未入

格記 部入円、

資に

のは限所

書者

を載 総札

よ成幌

に平札

出次
提、

市 り

北

の月区

定８央

所年中

入

償ら
補か

参条

札日３

法
間
第日
、

項
の道 １

般海 第
一北 条

縦知

五

す を
供堀 出

に 申
覧事 の

政
令 条 北

第 第 海
道

第 の 幌） 線項 札号 内１
規 市

条 定 中－５
に 央

第

条の 同 ３項 る 北１ よ 区
課

、か札同及務
西規 意

積消が業所

見に者企び

っ税同消地

も費共体在

体等

契の業税

た等企費

額事場税

金税の免

約課
者で業

の業合事

であ者

有さ 務に満札

あっ申 分

た す端参

しれ 課関のに

額 条がす

い金 る数加

な

当 にる者

のに 件ある

者

金 反き、 た該 違とは し

の た、費 札額 しは消 入
入そ税 、
財札の等

丁

申６

加西

は端に 分 務

と
こ
る

す
出

提
を

書目

込

也 協
業

達 漁
。 る

る す

。

目よ め 丁に 求 ６定 を

同

て出 の

、出 め届 たる る

る
か、書

構出

相税の提

に免そを

数係 の 規

す業成す

当事

額課 に 第無金る ５ 則、
効

相 とを税

各るすり業

す切事 条当

。



アイ

立町立次

木木 主主村間の
おの

のの 伐伐森伐と次

整係り図 伐伐 はと林に

択て備ると」 採採 、し

北 海

１

成保場指指 ） 林平 号 農

安所 第 水
産

年林定

月定施 の 臣８予 条定 大

日林 定業 ら３森 規の か
、

道 公 報

海
北

北 登番北

道 海 海

告 録号道道

第
示

生称石旭佐旭
川 産及丸川野の号

業住東８ 市 事び市

第

そ 北

林の 海

業効平

亀同

道

種力成

田

告 郡

苗を 示 戸

法失年 第

っ８

井
町

昭た月 字

和。３ 号

日

弁
才

号

起
発

平
成人 十
三

の 年
八

方限

伐伐計森す及 のの

では度。

に採画林るび

法よを
。るめ次の

るす定、次

おり

と標とお

こるのと

き期とは

で伐り」

が準
。略

立以る省

る齢す、

の所 よ要 次の目 に

木上

が に知 う通 よ在的件 る
っ館 安。砂 あ 保函る土

壊 。谷 を崩 た市 林）の

る備

町 す防

頭 定の

地 指

１ の栖広 者所修鷹繁末

名線条 氏２

又
生幼以幼以

名目

は号丁

事のののの 産苗外苗外

育苗育苗

法

町年

２

律

地 地第 番 番
館久第

） ７号 の
山保

項

博行１

勝勝第

田条

月住

三
日

び
及

所

金

氏 曜

日

当のそ

、も、

はのし

名

及

木る面

立す図

該との

る書

す係

在関

所び

の。
村北

町を

市類

で先 定地 予
、道林 旨海有 る北国 あ

堀図

法の 林事次 森知。
す

和示

昭に

の及の及の

業成木成木
苗

幼成幼成 内び育び育

容苗

事石旭佐旭
市 所苗市の 川 業丸川野

栖広 名鷹繁末

の畑東８

井に

戸定

東規
の

及１ 称

戸次知

東、道

り海

よ北

業 業事

漁産堀

生 井

の事

組

漁第同

入名
加区

者 協

申名

害のの

損項合

船１

に海 法す
償を

補出称

等

４

市産

る水

係道

立次務安所

林保場指

イ

定 木の部林

おの山定

のと次治予

第限

律也に

法分

年達部
ア

主村間 定

所立町

場指指

に 施の伐伐森伐

定木主

び条

にと林

所

３

地目

在丁
林保

イ

町立次務安

村間木の部林

の山定

森伐のと次治予

也 組登

同の達

林に伐お

、

合は
録

ア
次常そ主 定

所立

場指指

他と 施のの盤の伐

定木

漁 第
る

森６

業

２

条協
山定

治予

部林

務安

林保

」及林 採り図課森の 伐

美所 限
す及びの目 の
と

度。唄在的

るび

砂

と所紋図土

の役
次市

流

り備郡示の

おに別に
の

は置瀬部出

」え丸す

係し整係 の伐

、い布分

計森 目の
るて備る 採 業

では

採採画林 方 要伐伐

次

はす定、

的件法種を
標と

水定こるの

、るめ
伐り

のなが準お

源めと
齢す

ん。き期と

かいで

林

整係採り図課森

養る

す及びの

備るのと」及

画林度るび夕所

計森限

では並。張在

め次にの役

定、び次市

栽おに唄

るの植と所美

準おのり備市

標と
伐り方」え

期と法は置

のし の伐

齢す・、いの

目の
に１森て 採 業林の
い６に採 方 要つ・林伐

４いす

的件法てのつを

、てる

は
伐上、と

の水主以はこ
伐で

にのは２主が

図源
すん択ににき

示か、筆

及林

課森
部養伐つ係る

所夕

役
市
館在

函所

びの

い６

置盤

え常

備市

に張

略縦上限備
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にでり札総
区

資た央

るし中

げ成市

類条

有書３

を請北

格申

で 令 れス件札
るを西

す

いメをあ 第 て・等

なン満る

こナしで 。

いテたの 号

。スい入 下

とンて、 以

のる札
加 」

制と参 令

体こに 政

備明よ い

整証し と

がを

、格

校資

学の

等入

高購

狩こ

石る

道す

海有

北を

消の
方上

学
等
高。

南と

税札
費入

契日ここ詳

約本のの細

の語入入は

続び及の入

手及札札、

石平

庁、

育は

教合
名所

相者員る契

イアイ

あ一とに

当落でのこ約

にす

る者る部。関

す札

目

ど出丁

か提７

金とか

かな

うし

事

開に入る捨税

そ号ア
金をた業

札掲札落額て

時決 る額加金者

の札 げ

さしうう

入等算額で の

第る

て者す ）

れたと 。
っ

８９

いで

約 務 交交入

落財て契要

則 者書 規札

札

７

校

効
第有 の作 付付

と札

和る入

入

に書

保北ろ明

札年こ説

に日び執札

道よの

証海

い国約は明

お本契行説

、貨、公に

て通は、書
。

電用達する

使調開よ

言の

番る続。

話す手る

語停

号
及止

事

額なを免る在
－び等

地

入たし事務

をっ申税

はる者担

札者出業を称

いす北郵

に、こが当

書
載札。るる海便

記落と

織教号

す決たと組道番

こ後しはの育

る定だき

と速、、名庁

あ

に定

。や落共称石－

係たをる

おに 札にし）

てた びる金もか

い当 及

て税

、っ 他こ消額っ免

２て の費

該札業

には 公税当落事

入 にの金価者

規、 告等

とあ

す札 定取額格で

定
るい１する

る書 め扱に
のを

格記 入円るか

資に

を載 札未

決成
な
札 方要 第入 条 定の 場方

る の限 項 所法法に否 １
。 規

場し に

海海の） 定 北北
で者 り

札教所た よ

道道
付落 め

市庁交を 定

幌育

則。付

の規る交

金

中石

関

付第に

納
の

項

、以事

除。る

免号す

付
納下

通が

は則
等規

法務
方財

貨有
り －

得
る

線
内。

一 －

三

か札同及狩

に者企び教

共体在局北

消が業所育

費画道

税同消地企海

費

等務幌

の業税総札

等企
場税中

税の免課市

課体

北

者で業区

業合事央

事

満で問

あっ申３

であ者

ず

しれ 関の、わ

有さ に

金 る数札、

なた す端入
あ参積

者額 条がに見

い

っ し当 にる加も

のに 件

金 反きるた た該 違とす
、は約 札額 しは者契 入
入そ、金 、の た
財札の消額

狩す札 た

は端費の 分 務

育。と 定

区教る者 予

央

の

条企る 格

３局す 価

北

の

丁務限

７総制

西画。

と
、」

最
で

内
囲

範

目課

。
第う

令い
政

）
の
第 条
７

海第 北ら びか 及条
道

を７

か、書西

るて出条

事構出目

税の提丁

免そ

の 規

業成す

則、数税

５

効額に に分 第無金等

相の とを係

条当 す切る

価
の

低

。
各るすり課に も

を
格

定
の 則
で 規

ま 務
条 財

昭め



４５６７

落一一平契 落

札般般成約名 札

に の競競 金

相争争年関称

札海る

手入入北す 円 額

教務海

をの道事北

方札
決公

北 海

２３

札成札氏住

落平落

パ物

者 ー品台を
４氏

ソ等×決年の名所

ル数校し月名

ナの１定

及株札 コ量た

ン職日日び式幌

道 公 報

１ 北

次 海

の平落 道

と成札物 教

に品 お 育

り年係等 庁

一８るの 網

般月物名 走

競３品称 教

争日等 育

第

．

号

．．

平
成
十
三
年
八

育

し庁担教

定告育を道

教る網

手走す庁

た網当
告の育

局織教

育組走

続

総

１及画

第称企

示名局

白

ピ業住会市

所務

号び

う区

ー）つ石

ュ科所社

賃ん通

のけ本

タ
貸

１締６
取南

表目

借代丁

入の

８

式役番

局

札名 告 道

に称 示 教よ及 第

育りび ３

落数 号 庁札量

網者
を１ 走決月

教

し海た

定北当

育た道り

月
三
日

金

曜

日

昭
俊

田
保

久号

地
在課 局

育単

。教の

告庁価

示

澤
高

長
局
育
教

走
網）

な販販承３らララ

らな
セセ

い売売認のなイイ

定。ンン

。等又船規い

制他へにスス

のは舶

記

竿釣釣放釣意廃上

注

釣果獲流獲を棄
っ禁に

りので等し払の

制さて止従

に制きのた

１２
良

正

限限る

秋平のてにララ

図いれ

セ具

さ成制、基イイ漁

限本づセ け

スび

船年海委いンン及

行取取漁

釣８域員てス

よ号

り月に会

根

根） 室

室第平

る

海

成

さ
支 区け
庁条 漁の
管第年 業

内１８

採

調

羅項月

捕

整

を

限のの基証証

地
在
所

帯

と船く携携

物乗づの
け

換をな

交認し

の承帯

船な

的たば

目けれ

を受

てな

し舶ら

と

放

定さ限け取い

秋以い

す

るは放扱流

すけをり
釣場

人す、る

。１流い

５合後を

日場獲合

１る
に、

以、ちき

尾は直除

す網流獲

とも放釣

内た

おのう得得法 の

が制

ラ日いラ場者者の

は遵秋限

イかてイ合の

同秋ン、守さ

セら、セ

項船

ス年さスこ事け

ン

り

月船取限釣

９けをの

釣得り

まをたな行

日りしでを

のっ。場

で行者いう

臼に３ 委

町基日

以

員

、づ
下

会

標き 指 指 根

津、
秋

示さ 室町次 第け

海及の ３

びと
船

号釣 区り 別お

漁

と 町指
」 海り

業

い 地示根

調

市
走
網
道
海
北

う 先す室

さ下。

目
丁
３

西
条

７
北

け
行」

を舶

り船

釣認

船承

ら）

な。

はう

てい

っと

なた

るをしし

い乗

なに

ばは

すれけ

用けさ

。使
魚な帰

どらち

なな持

る
傷と

損と

を。こ

体いる

下は

制て以合

な、

しし

期な、

限は
セ事

内なイの

間らラ次

別たスを

、。ン項

はい
者し

本し得守

にだ取遵

会図とけ

員同」な

委、

。 海る海

にのいれ

整

） 域。区

委

お業

に に漁

員

い け調

つ

示会

会 漁 舶員

、 船委

て る整

用長 法 使会 業 を
行和 て石 昭 し

一
四

棄

い廃

ば
れ
け

な
し

。船 ば

のな

心は

細て

うし

よ

海）ら

え施。な

備実う

。

海に、い

く域がな

置
域おこ

漁三 律 り勝 法 釣年 う黒

法郎 第
に



乗操ラ提本承な

にじ

平 船業イ出委認け

成 す日セし員船れ

十 る誌ンな会舶ば

三 遊のスけののな

年 漁提取れ調船ら

八 者出得ば査長な

北 海

イ

乗ラば夜日ラ乗ラ

れ

セ中セ

船イな間没イ船

船らンのン

名セらのか

スい釣日スラス

簿ンな

の

提取。りの取イ証

の
出得禁出得セ

道 公 報

４

制１だ根原は

船承たて

の船限にし拠則な

長認

しな

遵の期規、港とら

、す施てい

守船間定実

承

項の海る海、。

事舶
船域制域

第

秋者に承を承

むと証

３
じ舶さ本認備認

応船

てる

なのけ以委をえす

会け置船

け承船下員受

れ認釣

者とは

ばり遊のたく舶

行船認がと、

なを漁承

ら

号

員セ

果さ委イ

釣秋本ラ

告釣のス

報船会ン

のけ
終査得

り調取

月 の者なはい

三 ラをら、。

日

。員

セ船い委

イ乗な本

証たが

スせ会

ンさ

金

携合う

の場行

曜

をお指

帯に本

日

ま者ン確
認ての

確い示

の指取

をでのス認

者止
、が

さは者

船間導得

乗
合けの

場さ２

る秋、

せ

遵

、りを

は釣項

に船事

期お証

長等限に認

出を

載

次内て記

、間いに

は

制イれ

事、ラさ

のは、

拠

遵海ン根

を限セた

項

お得以

しに取港

守域ス

業を秋も羅

けい者外

な

漁

いせ者受さに臼

なわ

な船別港

。る」けけ、
定薫

めいけ釣に、

たと
ラ。ばにめ別

にうれり
ら認章港

イ）な承る漁
を標

ンはな船旗、

セ又
取ら。を掲津

ス自い舶

、

後は

了者

得行使揚漁

が

本会

を員

果委

釣本

、

示

報指

に本

会う

員行

委

け帰状

な、守

しは遵

告

査

な速調

ば後の

れ港況

操た

いに当

なかに

らや

守

を、

誌は

日て

業っ

。

てよ

にせる

前わす

航行

簿ら導

名な指

船はう

乗

れ

委。け

本いな

をなし

てにで

提ら

にな

会ば

員

セ

なさわイ

ば秋行ラ

れ

釣場ス

な船るン

らけせ
、者

をは得

。り合取

い

て限船

せの乗

わこを

行

お用し港

なでは

はり又

とよけび

をうしな及

者
るとば岱

船すうれ尾

乗
舶るら漁

せ船すな沼

さ
所合いを

漁の場な港

て
案者、拠

に有は。根

場

船す

す、該と

内は当港

れ状

け守

な遵

しの

る当

いに

な査

ら調

なの

ば況

委れ

本こ

は
て
っ
た

。当

な。

しい

出な

会応

員に い。さ

ない船

らな下

け

業船に。

事該舶る

。せ

ン
セ
イ
ラ

営ご認

を舶承

取
回

５６
に
れ
こ
、

及
ス

委イい

示のラ扱

指この
等

わ会ン領

従員セ要

に

方
請
申
の
舶
船
び

な指ス
発

い示の

承
の

舶
船
、

法

なは

対わ又

に従行

者に
置合を

措場認

るい承

す
さ等

秋い
、な

はわ
に行

一
五

は
項

事
な

要
必

等
準

基
認

イ置
ラ措
けの

定
に
別

、

はと
又こ

スる
ンと
セを

の
認
承。

のる
舶あ

船が
次
び

及
し

消
取

。
る
め
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